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創業 1932年

幸武ホーム

税理士法人
タックス イバラキ
＜栗林会計事務所＞
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■一般会員
１口１,０００円以上

■特別会員
１口２,０００円以上

令和３年度神栖市社会福祉協議会事業の概要

………… 支出予算額 千円

神栖市受託事業

茨城県社協受託事業

神栖市への社協専門職派遣

離職・廃業した日から２年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか？　　　　　　　　　　　

世帯全体の月の収入と金融資産が右記の金額以下ですか？

収入基準額（月額） 112,000円 156,000円 184,000円

単身世帯 ２人世帯 ３人世帯

チェック欄

金融資産（上限） 468,000円 690,000円 840,000円

※給与収入の場合、社会保険料等が天引きされる前の事業

主が支給する （交通費支給額は除く）となります。

世帯にお子さんがいる場合は、 、

など世帯収入に含まれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記の状態になる前に世帯生計を主として維持していましたか？　（申請は生計中心者が減収していることが必要です）

求職活動は行っていますか？　（支給決定後、毎月１回求職活動状況報告書の提出が必要となります）

※住居確保給付金の最終審査は神栖市福祉事務所が行います。



神栖法律事務所

神栖法律事務所
茨城県弁護士会所属

弁護士安重 洋介

弁護士宇都宮 諒
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もの忘れ・認知症外来・児童精神

認知症リハビリテーション

各種メンタルケアのご相談

ムーブメントで行われるパラシュート

たくさんの心あたたまる善意をありがとうございました

写真左から水戸ヤクルト販売㈱専務取締役伊
藤様、センターマネージャー有馬様、販売スタッ
フ加藤様、神栖市社協石田会長。

写真右から(株)セブン-イレブン・ジャパン鹿島地区
ディストリクトマネジャー杉本様、茨城県社協常務
理事森田様、神栖市社協石田会長。

【貸付上限額】・２人以上世帯 月20万円
・単身世帯 月15万円

【貸付期間】　　原則３ヶ月以内

※審査によりご希望に添えない場合もあります。

＜生活福祉資金の申請から決定までの流れ＞


